
平成２６年度千葉県水産振興審議会海面利用調整部会 

 
 
【第１回】 
１ 審議日時  平成２６年６月６日（金） 午後１時３０分から 
２ 議事内容 

   辞令交付後、部会長に弓削委員が互選され、部会長代理に村井委員が 
  選出された。弓削部会長が議長となり、下記の議題につき審議が行われた。 
 
 議題（１）遊漁のまき餌釣りに係る委員会指示について（協議） 
      まき餌釣り禁止区域や、まき餌の使用量等を定めた委員会指示に

ついて、事務局及び県水産課による説明が行われた。 
特に質問等はなかったため、部会長が原案に賛成の委員の挙手を 

求めたところ、挙手全員で議題（１）は可決された。 
 議題（２）千葉県水産振興審議会海面利用調整部会推奨ルールについて（協議） 
      船釣りの時間や区域制限等を内容とする推奨ルールについて、事

務局及び県水産課による説明が行われた。 
特に質問等はなかったため、部会長が原案に賛成の委員の挙手を 

求めたところ、挙手全員で議題（２）は可決された。 
  
 ※ 遊漁のまき餌釣りに係る委員会指示及び千葉県水産振興審議会海面利用 

調整部会推奨ルールの内容は別紙「船釣りをする遊漁者の皆さんへ」参照 
 
【第２回】 
１ 審議日時  平成２７年１月２６日（月） 午後１時３０分から 
２ 議事内容 

   弓削部会長が議長となり、下記の議題につき審議が行われた。 
 
議題（１）東京湾横断道路木更津人工島｢海ほたる｣周辺海域における水産動植

物の採捕及び遊漁船業の禁止に係る一都二県連合海区漁業調整委員

会指示第１２号の発動について 
      「海ほたる」周辺海域の禁漁区を定めた一都二県の委員会指示に

ついて、事務局及び県水産課による説明後、質疑応答が行われた。 
その後、部会長が原案に賛成の委員の挙手を求めたところ、挙手 

全員で議題（１）は可決された。 
 
※ 「海ほたる」周辺海域の禁漁区に係る委員会指示の内容は、別紙『木更津 

人工島「海ほたる」周辺海域は禁漁区となっています』参照 
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（問合せ先） 

一都二県連合海区漁業調整委員会事務局（東京海区漁業調整委員会事務局） 

                  (TEL 03-5320-4852) 

神奈川海区漁業調整委員会事務局   (TEL  045-210-8555～6) 

千葉海区漁業調整委員会事務局    （TEL  043-223-3745） 

※この禁漁区は、一都二県連合海区漁業調整委員会指示第１２号により設定されたものです。 



 
 

平成２７年３月１日 

一都二県連合海区漁業調整委員会 


